
（事業主の方へ）

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

【追加の特例措置の内容】

【特例の対象となる事業主】

休業等の初日が、令和２年１月24日から令和２年７月23日までの場合に適用します。

① 新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が

６か月未満の労働者についても助成対象とします。

② 過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について、

ア 前回の支給対象期間の満了日から１年を経過していなくても助成対象とし、

イ 過去の受給日数にかかわらず、今回の特例の対象となった休業等の支給限度

日数までの受給を可能とします（支給限度日数から過去の受給日数を差し引きません）。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ
雇用調整助成金の特例を追加実施します

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた

事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者

の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

LL020310企01

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象とします。

以下のような経営環境の悪化については経済上の理由に当たり、それによって事業活動が縮小して休業
等を行った場合は助成対象となります。
（経済上の理由例）
・取引先が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が
縮小してしまった場合。
・労働者が感染症を発症し、自主的に事業所を閉鎖したことにより、事業活動が縮小した場合。
・労働者が感染症を発症していないが、行政の要請を受けて事業所を閉鎖し、事業活動が縮小した場合。
・小学校の休校により、大半の労働者が長期的に休暇を取得することにより、生産体制の維持等が困難になり営
業を中止した場合。

【新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「経済上の理由」とは】

その他、雇用保険の適用事業所であること等の支給要件があります。詳細については
最寄りの労働局の助成金相談窓口にお尋ねください。

【その他の支給要件】

③令和２年１月24日以降の休業等計画届の事後提出が、令和２年５月31日まで可能です。
④ 生産指標の確認期間を３か月から１か月に短縮しています。（※生産指標の確認は提出が
あった月の前月と対前年同月比で確認します。）
⑤ 事業所設置後１年未満の事業主についても助成対象としています。（※生産指標の確認は
提出があった月の前月と令和元年12月と比べます。そのため12月実績は必要となります）
⑥ 最近３か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象としています。

【既に講じている特例措置の内容】

厚生労働省HP



◆受給手続き◆

 事業主が指定した１年間の対象期間について、実際に休業を行う判定基礎期間※ごとに計画届を
提出することが必要です。

 事後提出する休業等については、１度にまとめて提出してください。

 事後提出しない休業等については、初回の計画届を、雇用調整を開始する日の２週間前をめどに、

２回目以降については、雇用調整を開始する日の前日までに提出して下さい（最大で３判定基礎

期間分の手続きを同時に行うことができます。）。

 事後提出しない休業等の場合の支給申請期間は判定基礎期間終了後、２か月以内です。

（※計画や支給申請の単位となる期間で、賃金締め切り期間と同じです。）

助成内容と受給できる金額 助成率（大企業） 助成率（中小企業）

休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の
賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する
助成（率）
※ 対象労働者１人１日当たり ８，３３０円が上限です。（令和２年３月１日現在）
※ 助成額は、前年度の雇用保険の保険料の算定基礎となる賃金総額等から算定され
る平均賃金額に休業手当支払率を掛け、1日当たりの助成額単価を求めます。

１／２ ２／３

教育訓練を実施したときの加算（額） １人１日当たり１，２００円

支給限度日数 １年間で１００日

◆その他の主な支給要件◆

 雇用保険適用事業所の事業主であること。

 支給のための審査に協力すること。

① 審査に必要な書類等を整備・保管していること

② 審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること

③ 管轄労働局等の実地調査を受け入れること 等

 労使間の協定により休業等をおこなうこと。

 休業手当の支払いが労働基準法第26条の規定に違反していないものであること。

 判定基礎期間における対象労働者に係る休業等の実施日の延日数が、対象労働者に係る所定労働

延日数の１／２０（大企業の場合は１／１５）以上となるものであること。

詳細については、最寄りの労働局の助成金相談窓口にお尋ねください。

支給の円滑化のため、書類等の整備や休業手当額の算定基準の整理にご協力ください。

◆支給までの流れ
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判定基礎期間
終了後２か月以内

１～３判定基礎期間
（１か月単位で１～３か月）

◆初回の計画届時に必要な書類（休業の場合）※教育訓練、出向の場合は労働局にご確認ください。
休業等実施計画届 休業予定日、規模等を記載。
事業活動の状況に関する申出書
（新型コロナウイルス感染症関係用）

事業縮小の状況を記載。

【添付】労使協定書
・労使協定書
・労働者代表確認書類

【添付】事業所の状況に関する書類
（生産指標は届出前月の数値で確認します。）

・生産指標（売上高等）のわかる書類
・所定労働日、時間や賃金制度等のわかる書類 等

※計画届や申出書の様式は厚生労働省HPからダウンロードできます。◆労使協定で最低限定める事項（休業の場合）
①休業の実施予定時期・日数、②休業の時間数、

③対象となる労働者の範囲及び人数、④休業手当額の算定基準

概ね２か月以内
（目安）



・小学校、義務教育学校（小学校課程のみ）、各種学校（幼稚園又は小学校の課程に類す
る課程を置くものに限る。）、特別支援学校（全ての部）
★ 障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校（後期課程）、高等学校、各
種学校（高等学校までの課程に類する課程）等も含む。

・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的
な預かり等を行う事業、障害児の通所支援を行う施設等

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
（詳細版）

令和２年３月９日作成
※順次更新し、厚生労働省HP（小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援）に最新情報を掲載します。

①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども

(1)新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に

通う子ども

(2) 新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染し

たおそれのある、小学校等に通う子ども

の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次

有給休暇とは別途、有給（賃金全額支給）の休暇を取得させた事業主に対する

助成金制度を創設します！

【助成内容】

令和２年２月27日から３月31日において、

有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×１０／１０

＊１日１人当たり8,330円を助成の上限とします。（大企業、中小企業ともに同様）

○「臨時休業等をした」とは

②新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれの

ある、小学校等に通う子ども

・新型コロナウイルスに感染した者
・発熱等の風邪症状が見られる者
・新型コロナウイルスに感染した者の濃厚接触者

○「小学校等」とは

・ 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業した場合、自治体や放課
後児童クラブ、保育所等から可能な範囲で利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。
なお、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です（※ただし、学校長が新型コ
ロナウイルスに関連して特別に欠席を認める場合は対象となります。）



④対象となる有給の休暇の範囲

○春休み、土日・祝日に取得した休暇の扱い
「(1)の臨時休業等をした小学校等に通う子ども」に係る休暇の対象は以下のとおりです。

・学校：学校の元々の休日以外の日

（※春休みや日曜日など元々休みの日は対象外）

・その他の施設（放課後児童クラブ等）：本来施設が利用可能な日

「(2)新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれ

のある、小学校等に通う子ども」に係る休暇の対象は以下のとおりです。

・ 学校の春休みなどにかかわらず、令和2年2月27日から同年3月31日までの間は対象

○半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱い
・ 対象となります。
なお、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外とな
ります。

○就業規則等における規定の有無
・休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、就業規則等が整備
されていない場合でも要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります。

○労働者に対して支払う賃金の額

・ 年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。

◎申請の受付はまだ開始していません。申請期間や手続が決まり次第、早急に

お知らせします。

◎制度の詳しい支給要件や申請書類等についても、詳細が固まり次第、厚生労

働省HPや都道府県労働局を通じてお知らせします。

厚生労働省・都道府県労働局
令和２年３月 日作成

新型コロナ 休暇支援 検 索

小学校等の臨時休業等により子どもの世話が必要
となる労働者に有給の休暇を取得させましょう！

！

③対象となる保護者

・親権者、未成年後見人、その他の者（里親、祖父母等）であって、子どもを現に監護す
る者が対象となります。
・上記のほか、各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助す
る親族も含みます。



雇用関係助成金に関する主なお問い合わせ先一覧

都道府県
労 働 局

主なお問い合わせ先
（※申請先は異なる場合があります）

電話番号

北海道 雇用助成金さっぽろセンター、各ハローワーク 北海道労働局HP参照

青森県 各ハローワーク 青森労働局HP参照

岩手県 職業対策課分室 助成金相談コーナー 019-606-3285

宮城県 職業対策課 助成金部門 022-299-8063

秋田県 職業対策課 018-883-0010

山形県 各ハローワーク 山形労働局HP参照

福島県 各ハローワーク 福島労働局HP参照

茨城県 職業対策課 029-224-6219

栃木県 職業対策課分室（助成金事務センター） 028-614-2263

群馬県 職業対策課 027-210-5008

埼玉県 各ハローワーク 埼玉労働局HP参照

千葉県 職業対策課 043-221-4393

東京都 各ハローワーク 東京労働局HP参照

神奈川県 職業対策課 神奈川助成金センター 神奈川労働局HP参照

新潟県 職業対策課 助成金センター 025-278-7181

富山県 職業対策課 助成金センター 076-432-9162

石川県 職業対策課 076-265-4428

福井県 職業対策課 0776-26-8613

山梨県 職業対策課 055-225-2858

長野県 職業対策課 026-226-0866

岐阜県 職業対策課 助成金センター 058-263-5650

静岡県 職業対策課 054-271-9970

愛知県 あいち雇用助成室 052-219-5518

三重県 職業対策課 助成金室 059-226-2111

滋賀県 職業対策課 助成金コーナー 077-526-8251

京都府 助成金センター 075-241-3269

大阪府 助成金センター 06-7669-8900

兵庫県 ハローワーク助成金デスク 078-221-5440

奈良県 職業安定部 助成金センター 0742-35-6336

和歌山県 職業対策課 073-488-1161

鳥取県 各ハローワーク 鳥取労働局HP参照

島根県 助成金相談センター 0852-20-7029

岡山県 職業対策課 086-801-5107

広島県 職業対策課 082-502-7832

山口県 職業対策課 083-995-0383

徳島県 助成金センター、各ハローワーク 徳島労働局HP参照

香川県 職業対策課 087-811-8923

愛媛県 職業対策課分室（助成金センター） 089-987-6370

高知県 職業対策課 088-885-6052

福岡県 福岡助成金センター 092-411-4701

佐賀県 職業対策課 0952-32-7173

長崎県 職業対策課 095-801-0042

熊本県 職業対策課 096-211-1704

大分県 大分助成金センター 097-535-2100

宮崎県 職業対策課 助成金センター 0985-61-8288

鹿児島県 職業対策課 099-219-5101

沖縄県 沖縄助成金センター 098-868-1606


